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公布 規則

◇ 保健婦助産婦看護婦法 一部 改正 法律 施行等 伴 関係規則 整理 関 規則

（ ）（医務薬事課）……………………………………………………………………………………

◇ 職員 初任給、昇格、昇給等 基準 関 規則 一部 改正 規則（ ）（給与課）……

◇保健婦助産婦看護婦法 一部 改正 法律 施行等 伴 関係規則 整理 関 規則

次 掲 規則 、「保健婦助産婦看護婦法」 「保健師助産師看護師法」 改 等

所要 改正 行 。

（ ） 職員 職 設置等 関 規則

（ ） 鳥取県行政組織規則

（ ） 議会 議員 他非常勤 職員 公務災害補償等 関 条例施行規則

（ ） 生活保護法施行細則

（ ） 災害救助法施行細則

（ ） 鳥取県身体障害者福祉法施行細則

（ ） 鳥取県児童福祉法施行細則

（ ） 医療法施行細則

（ ） 保健婦助産婦看護婦法施行細則

（ ） 鳥取県立鳥取看護専門学校学則

（ ） 鳥取県立倉吉総合看護専門学校学則

（ ） 看護職員修学資金貸付規則

（ ） 栄養改善法施行細則

（ ） 母体保護法施行細則

（ ） 鳥取県事務処理権限規則

規則 、平成 年 月 日 施行 。 、 （ ） 改正 、平成 年 月

日 施行 。

保健婦助産婦看護婦法 一部 改正 法律 施行等 伴 関係規則 整理 関 規則 公布 。
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規則名 条項 改正前 改正後

職員 職 設置等
関 規則（昭和
年鳥取県規則第 号）

別表第 号 総婦長・婦長 総看護師長・看護師長

看護婦・看護士・准看護婦
・准看護士・保健婦・保健
士

看護師・准看護師・保健師

鳥取県行政組織規則
（昭和 年鳥取県規
則第 号）

第 条 表 鳥取県准看護婦試験委員 鳥取県准看護師試験委員

保健婦助産婦看護婦法 保健師助産師看護師法

准看護婦試験 准看護師試験

第 条 第 項 保健婦等 保健師等

第 条 第 項 看護婦及 看護士 看護師

第 条 第 項 看護婦及 看護士、保健婦
並 助産婦

看護師、保健師及 助産師

議会 議員 他非
常勤 職員 公務災
害補償等 関 条
例施行規則（昭和
年鳥取県規則第 号）

様式第 号

□ 看護婦
□ 附添婦
□ 他

□ 看護師
□ 付添人
□ 他

保健婦、保健士、看護婦、
看護士

保健師、看護師

准看護婦、准看護士 准看護師

生活保護法施行細則
（昭和 年鳥取県規
則第 号）

様式第 号 助産婦氏名 助産師氏名

様式第 号 昭和 年 月 日 年 月 日

看 護 婦

准 看 護 婦

看 護 師

准 看 護 師

様式第 号 （表）

昭和 年
月 日

年
月 日

助産
婦住
所、
氏名

助産
師住
所氏
名

指定助産婦 指定助産師

助産婦注意事項 助産師注意事項

の の に
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22

37
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８ １
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３

鳥取県規則第 号３

保健婦助産婦看護婦法 一部 改正 法律 施行等 伴 関係規則 整理 関 規則

（職員 職 設置等 関 規則等 一部改正）

第 条 次 表 規則名 欄 掲 規則 同表 条項 欄 掲 規定中同表 改正前 欄 掲 字句

同表 改正後 欄 掲 字句 改 。
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昭和 年 月 日 年 月 日

様式第 号 （裏） 助産婦 助産師

災害救助法施行細則
（昭和 年鳥取県規
則第 号）

別表第 第 号 （ ） 看護婦等 看護師等

別表第 第 号 （ ） 助産婦 助産師

別表第 第 号 （ ） 及
（ ）

保健婦、助産婦及 看護婦 保健師、助産師及 看護師

鳥取県身体障害者福
祉法施行細則（平成
年鳥取県規則第

号）

様式第 号 注 保健婦、看護婦 保健師、看護師

鳥取県児童福祉法施
行細則（平成 年鳥
取県規則第 号）

様式第 号 看護婦 看護師

医療法施行細則（昭
和 年鳥取県規則第
号）

第 条 見出 助産婦 助産師

第 号様式

看護
婦

准看
護婦

助産婦
看護
師

准看
護師

助産師

看 護 婦 宿 舎 看 護 師 宿 舎

第 号様式

看護婦
准看
護婦

助産婦 看護師
准看
護師

助産師

看 護 婦 室 看 護 師 室

昭和 年 月 日 年 月 日

第 号様式

助 産 婦 助 産 師

昭和 年 月 日 年 月 日

第 号様式 注 助産婦 助産師

第 号様式 助産婦 助産師

保健婦、助産婦、看護婦、
准看護婦

保健師、助産師、看護師、
准看護師

昭和 年 月 日 年 月 日

第 号様式 注 助産婦 助産師

助産婦名簿 写 助産師免許証 写 又 助
産婦名簿 謄本

第 号様式
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看護
婦

准看
護婦

助産婦
看護
師

准看
護師

助産師

看 護 婦 室 看 護 師 室

昭和 年 月 日 年 月 日

第 号様式

業務 従事 助産

婦

業務 従事 助産

師

助 産 婦 助 産 師

昭和 年 月 日 年 月 日

第 号様式 注 助産婦 助産師

第 号様式 昭和 年 月 日 年 月 日

第 号様式 注 管理者 者
医師（歯科医師）免許証
写

病院又 診療所 、
管理者 者
医師免許証又 歯科医師免
許証 写

第 号様式 注 助産所 場所 管理者
者 助産婦名簿

謄本

助産所 、管理者
者 助産師

免許証 写 又 助産婦名
簿 謄本

第 号様式

看護
婦

准看
護婦

助産
婦

看護
師

准看
護師

助産
師

昭和 年 月 日 年 月 日

第 号様式

看 護 婦 宿 舎 看 護 師 宿 舎

保健婦助産婦看護婦
法施行細則（昭和
年鳥取県規則第 号）

題名 保健婦助産婦看護婦法施行
細則

保健師助産師看護師法施行
細則

第 条 保健婦助産婦看護婦法（ 保健師助産師看護師法（
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保健婦助産婦看護婦法施行
令

保健師助産師看護師法施行
令

保健婦助産婦看護婦法施行
規則

保健師助産師看護師法施行
規則

第 条 見出 准看護婦免許申請書 准看護師免許申請書

第 条 准看護婦免許 准看護師免許

第 条（見出 含 。） 准看護婦免許証 准看護師免許証

第 条 見出 准看護婦籍訂正申請書 准看護師籍訂正申請書

第 条 准看護婦籍 准看護師籍

第 条 見出 准看護婦籍登録抹消申請書 准看護師籍登録抹消申請書

第 条並 第 条 見出
及 同条第 項

准看護婦籍 准看護師籍

第 条 見出 准看護婦免許証書換交付申
請書

准看護師免許証書換 交付
申請書

第 条 准看護婦免許証 書換交付 准看護師免許証 書換 交
付

第 条（見出 含 。）
及 第 条 見出

准看護婦免許証 准看護師免許証

第 条 准看護婦免許証 准看護師免許証

准看護婦免許証返納書 准看護師免許証返納書

第 条 見出 准看護婦試験受験願書 准看護師試験受験願書

第 条 准看護婦試験 准看護師試験

第 条 見出 准看護婦試験合格証書 准看護師試験合格証書

第 条 准看護婦試験 准看護師試験

第 条 見出 准看護婦試験合格証明書 准看護師試験合格証明書

第 条 准看護婦試験 准看護師試験

第 条 保健婦、助産婦、看護婦又
准看護婦

保健師、助産師、看護師又
准看護師

様式第 号 准看護婦免許申請書 准看護師免許申請書

准看護婦免許 准看護師免許

保健婦助産婦看護婦法施行
令

保健師助産師看護師法施行
令

本籍 本籍地都道府県名（国籍）

年 月 日生 年 月 日生（性別 ）

准看護婦試験合格受験番号 准看護師試験合格受験番号

准看護婦 准看護師

様式第 号 准看護婦免許証 准看護師免許証

本籍地 本籍地都道府県名（国籍）

保健婦助産婦看護婦法 保健師助産師看護師法

准看護婦 准看護師

様式第 号 准看護婦籍訂正申請書 准看護師籍訂正申請書

准看護婦籍 准看護師籍

保健婦助産婦看護婦法施行
令

保健師助産師看護師法施行
令
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本 籍

・氏 名

本籍地都道府県名

（国籍）・氏 名

様式第 号 准看護婦籍登録抹消申請書 准看護師籍登録抹消申請書

准看護婦籍 准看護師籍

保健婦助産婦看護婦法施行
令

保健師助産師看護師法施行
令

准看護婦免許証 准看護師免許証

様式第 号 准看護婦籍登録抹消申請書 准看護師籍登録抹消申請書

准看護婦 准看護師

失 宣告 失踪宣告

准看護婦籍 准看護師籍

保健婦助産婦看護婦法施行
令

保健師助産師看護師法施行
令

准 看 護 婦 氏 名 准 看 護 師 氏 名

死亡（失 宣告）年月日 死亡（失踪宣告）年月日

様式第 号 准看護婦免許証書換交付申
請書

准看護師免許証書換 交付
申請書

准看護婦免許証 准看護師免許証

書換交付 書換 交付

保健婦助産婦看護婦法施行
令

保健師助産師看護師法施行
令

本 籍

・氏 名

本籍地都道府県名

（国籍）・氏 名

様式第 号 准看護婦免許証再交付申請
書

准看護師免許証再交付申請
書

准看護婦免許証 准看護師免許証

（ 損） （損傷）

保健婦助産婦看護婦法施行
令

保健師助産師看護師法施行
令
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亡失（ 損）年月日 亡失（損傷）年月日

様式第 号 准看護婦免許証返納書 准看護師免許証返納書

准看護婦免許証 准看護師免許証

准看護婦免許 准看護師免許

保健婦助産婦看護婦法施行
令

保健師助産師看護師法施行
令

様式第 号 准看護婦試験受験願書 准看護師試験受験願書

准看護婦試験 准看護師試験

保健婦助産婦看護婦法施行
規則

保健師助産師看護師法施行
規則

本籍 本籍地都道府県名（国籍）

様式第 号 准看護婦試験合格証書 准看護師試験合格証書

本籍地 本籍地都道府県名（国籍）

准看護婦試験 准看護師試験

様式第 号 准看護婦試験合格証明書交
付申請書

准看護師試験合格証明書交
付申請書

准看護婦試験合格証明書 准看護師試験合格証明書

保健婦助産婦看護婦法施行
規則

保健師助産師看護師法施行
規則

准看護婦試験
合 格 証 書

准看護師試験
合 格 証 書

鳥取県立鳥取看護専
門学校学則（昭和
年鳥取県規則第 号）

第 条 看護婦及 看護士 看護師

鳥取県立倉吉総合看
護専門学校学則（昭
和 年鳥取県規則第
号）

第 条 看護婦及 看護士、保健婦
並 助産婦

看護師、保健師及 助産師

第 条第 号 准看護婦免許若 准看
護士免許

准看護師免許

准看護婦若 准看護士 准看護師

第 条第 号 保健婦助産婦看護婦法 保健師助産師看護師法

該当 者 該当 者（女子 限 。
以下同 。）

別表第 第 看護学科 項
第 号

准看護婦免許証又 准看護
士免許証

准看護師免許証

保健婦助産婦看護婦法 保健師助産師看護師法

准看護婦養成所 准看護師養成所

別表第 保健助産学科 項
第 号

保健婦助産婦看護婦法 保健師助産師看護師法

一

き

を を

を を

を を

に に

の の

び

び
びに

び

しくは

しくは

する する に る
じ

の は

の

に いずれかに

８

９

１

１

２

３

２ ２
１

２
１

10

11

52
13

52
14

10

10
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別表第 保健助産学科 項
第 号

保健婦助産婦看護婦法 保健師助産師看護師法

看護婦養成所 看護師養成所

様式第 号

性 別

男・女

性 別

中 学 校
高 等 学 校
大 学
准看護婦養成所
看護婦養成所

高 等 学 校

大 学

准看護師養成所

看護師養成所

本校志望 理由

得意 看護

免許

本校志望 理由
得意 学科及 趣味

等
免許

小児看護 母性看護 成人

看護、 他（ ）

様式第 号 注 他 及 欄 、
看護婦若 看護士又
准看護婦若 准看護士

他 欄 、看護師
又 准看護師

看護職員修学資金貸
付規則（昭和 年鳥
取県規則第 号）

第 条第 号 保健婦助産婦看護婦法 保健師助産師看護師法

保健婦 保健師

助産婦 助産師

看護婦、 看護師又

准看護婦、法第 条
規定 保健士又 法第
条 規定 看護士若
准看護士

准看護師

第 条第 号 保健婦養成所 保健師養成所

第 条第 号 助産婦養成所 助産師養成所

第 条第 号 看護婦養成所 看護師養成所

第 条第 号 准看護婦養成所 准看護師養成所

第 条第 号 看護婦（看護士 含 。以
下同 。）

看護師

第 条第 号及 第 号 助産婦 助産師

２
２

２

１

２

３

１
２

３

２ ２ ２ ３ ３

２ １

２

２ ２

２ ２

２ ２

２ ２

３ １

３ ４

の

の

な

の
な び

､ ､

その

の その の び の は
しくは は
しくは

その の の は
は

は

の に
する は

に する しく
は

ア

イ

ウ

エ

を む
じ

び

37
69

59
60

13
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保健婦 保健師

様式第 号

□ 保健婦（士）
□ 助産婦
□ 看護婦（士）
□ 准看護婦（士）（登

□ 保健師
□ 助産師
□ 看護師
□ 准看護師（登録都道

録都道府県名： ） 府県名： ）

准看護婦免許証 准看護師免許証

栄養改善法施行細則
（昭和 年鳥取県規
則第 号）

第 条 保健婦 保健師

母体保護法施行細則
（昭和 年鳥取県規
則第 号）

別記様式第 号 別記様
式第 号 、別記様式第
号及 別記様式第 号

助産婦、保健婦又 看護婦 助産師、保健師又 看護師

改 正 後 改 正 前

18

27
90

27
82 11 12

の

から
まで

び

は は

２

４

１
７

別表第 （第 条、第 条、第 条、第 条、第 条関係）
個別事項 係 事務処理権限

所
属
名

事 項 事務処理権限 区分

種 類 内 容

専 決 権 者 委任決裁権者

略

医
務
薬
事
課

一 略

二 医療法施
行令（昭和
年政令第
号）

基 知事
権限 属
事務

同令第 条第 項
規定 病院

開設 者、医師及
歯科医師 者
診療所 開設
若 助産師
者 助産所

開設
住所等 変更 届出
受理、同条第 項
規定 診療所
療養病床 設

者 療養病床

○

別表第 （第 条、第 条、第 条、第 条、第 条関係）
個別事項 係 事務処理権限

所
属
名

事 項 事務処理権限 区分

種 類 内 容

専 決 権 者 委任決裁権者

略

医
務
薬
事
課

一 略

二 医療法施
行令（昭和
年政令第
号）

基 知事
権限 属
事務

同令第 条 規定
医師又 歯科

医師 者 診療
所 開設 又
助産婦 者

助産所 開設
住所等 変

更 届出 受理、診
療所 療養型病床群
設 者 療

養型病床群 係 病
床数等 変更 届出
受理又 診療所

○

２ ３ ４ ５ ６

１ ４ １

２

２ ３ ４ ５ ６

１ ４

10

23
326

10

23
326

に る

の

に
づく

の に
する

の による を
した

び でない
で を した
もの しくは
でない で を

したものからの
の の

の
の による
に を けた
からの に

に る

の

に
づく

の に
する

の
による は

でない で
を したもの

は でない で
を したも

のからの の
の の
に

を けた からの
に る

の の
の は を

知事
部長課長

地方機関
長又

総合事務
所 局長

部長課長
地方機関
長又

総合事務
所 局長

知事
部長課長

地方機関
長又

総合事務
所 局長

部長課長
地方機関
長又

総合事務
所 局長

の は

の

の は

の

の は

の

の は

の

地方機関
長又

総合事務
所 局長
名 称

保健所長

地方機関
長又

総合事務
所 局長
名 称

保健所長

の は

の
の

の は

の
の

（鳥取県事務処理権限規則 一部改正）

第 条 鳥取県事務処理権限規則（平成 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中別表 細目 表示 下線 引 別表 細目（以下「移動別表細目」 。）

当該移動別表細目 対応 次 表 改正後 欄中別表 細目 表示 下線 引 別表 細目 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（別表 細目 表示 除 。以下「改正部分」 。） 対応

次 表 改正後 欄中下線 引 部分（別表 細目 表示 除 。以下「改正後部分」 。）

存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正部分 対応 改正後部分 存在 場合

、当該改正部分 削 、改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分（以下「改正表」 。） 対応 次 表 改正後 欄

表中太線 囲 部分（以下「改正後表」 。） 存在 場合 、当該改正表 当該改正後表

改 、改正後表 対応 改正表 存在 場合 、当該改正後表 加 。

の

の を のように する

の の の の の に が かれた の という を

に する の の の の の に が かれた の とする

の の の が かれた の の を く という に

する の の の が かれた の の を く という が

する には を に め に する が しない

には を り に する が しない には を える

の の の の で まれた という に する の の の

の で まれた という が する には を に

め に する が しない には を える

２ ８ 32
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係 病床数等 変更
届出 受理又 同

条第 項 規定
診療所 開設

医師等若 助産
所 開設 助産師

届 出 事項
変更 届出 受理

略

三～十三 略

十四 保健師
助産師看護
師法（昭和
年法律第
号）

基 知事
権限 属
事務

同法第 条 規定
准看護師 免

許

○

同法第 条第 項
（同法第 条第 項

準用 場
合 含 。） 規定

准看護師免許
証 交付

○

同法第 条第 項
規定 准看護

師免許 取消 及
業務 停止命令

○

同法第 条第 項
規定 准看護

師免許 再免許

○

同法第 条 規定
准看護師試験

実施

○

同法第 条第 号
規定 准看護

師養成所 指定

○

十五 保健師
助産師看護
師法施行令
（昭和 年
政令第
号） 基
知事 権

限 属
事務

同令第 条第 項
規定 准看護

師免許証 再交付

○

同令第 条
準用 第 条第
項 規定 准

看護師養成所 学則
等 変更 承認

○

同令第 条
準用 第 条

規定 准看護師
養成所 指定 取消

○

十六 略

十七 略

十八 略

十九 略

二十 略

二十一 看護
師等 人材
確保 促進
関 法

律（平成
年法律第
号） 基
知事 権

限 属
事務

同法第 条第 項
規定 看護師

等確保推進者 氏名
等 届出 受理及

変更 届出 受
理

○

同法第 条第 項
規定 看護師

等確保推進者 変更
命令

○

開設 医師等又
助産所 開設 助
産婦 届 出
事項 変更 届出
受理

略

三～十三 略

十四 保健婦
助産婦看護
婦法（昭和
年法律第
号）

基 知事
権限 属
事務

同法第 条 規定
准看護婦 免

許及 准看護婦免許
証 交付

○

同法第 条第 項
規定 准看護

婦免許 取消

○

同法第 条第 項
及 第 項 規定

准看護婦 免許
取消 及 業務

停止 命令並 再
免許

○

同法第 条 規定
准看護婦試験

実施

○

同法第 条第 項
第 号 規定
准看護婦養成所 指
定

○

十五 保健婦
助産婦看護
婦法施行令
（昭和 年
政令第
号） 基
知事 権

限 属
事務

同令第 条第 項
規定 准看護

婦免許証 再交付

○

十六 保健婦
助産婦看護
婦学校養成
所指定規則
（昭和 年
文部省・厚
生省令第
号） 基
知事 権

限 属
事務

同規則第 条第
項 準用
第 条 規定
准看護婦養成所 学
則等 変更 承認

○

同規則第 条 規
定 准看護婦養
成所 指定 取消

○

十七 略

十八 略

十九 略

二十 略

二十一 略

二十二 看護
婦等 人材
確保 促進
関 法

律（平成
年法律第
号） 基
知事 権

限 属
事務

同法第 条第 項
規定 看護婦

等確保推進者 氏名
等 届出 受理及

変更 届出 受
理

○

同法第 条第 項
規定 看護婦

等確保推進者 変更
命令

○

る の
の の は

の によ
る を した

しくは
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からの け た
の の の

に
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の による
の

の
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の の の

に
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の に
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の
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の
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び の に
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の し び の
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による
の

の による
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く の
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の
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く の
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において する
の による

の
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の
の
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に する

の による
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３

２
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２ ２
３

３ ２

４ ３

５

６ ２

１ ７ ２

２

１

３

４

１ ４

２ ５

２

１

２ ２

３ ４
５

４
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２
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１

１ ４ ２

３

２

４
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３ ７

１ １

２

２

３ ７

１

２

～ 略

二十二 略

二十三 略

二十四 略

二十五 略

二十六 略

二十七 略

二十八 略

二十九 略

三十 略

三十一 略

三十二 略

三十三 略

三十四 略

三十五 略

三十六 略

三十七 略

三十八 略

三十九 略

健
康
対
策
課

一～六 略

七 母体保護
法（昭和
年法律第
号） 基
知事

権限 属
事務

同法第 条第 項
規定 受胎調

節 実地指導 行
者 指定及 同条

第 項 規定
指定 受 助

産師等 係 講習
認定

○

略

八～二十二 略

略

～ 略

二十三 略

二十四 略

二十五 略

二十六 略

二十七 略

二十八 略

二十九 略

三十 略

三十一 略

三十二 略

三十三 略

三十四 略

三十五 略

三十六 略

三十七 略

三十八 略

三十九 略

四十 略

健
康
対
策
課

一～六 略

七 母体保護
法（昭和
年法律第
号） 基
知事

権限 属
事務

同法第 条 規定
受胎調節 実

地指導 行 者
指定及 指定
受 助産婦等 係
講習 認定

○

略

八～二十二 略

略

23
15

6

15
23
15

6

15

に
づく の

に す
る

の による
の を な

う の び
の による

その を ける
に る の

に
づく の

に す
る

の
による の

を なう の
びその を

ける に
る の

附 則

規則 、平成 年 月 日 施行 。 、第 条 表職員 職 設置等 関 規則（昭和 年

鳥取県規則第 号） 項 掲 改正 、平成 年 月 日 施行 。

職員 初任給、昇格、昇給等 基準 関 規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県人事委員会委員長 奥 田 悦 子

職員 初任給、昇格、昇給等 基準 関 規則 一部 改正 規則

職員 初任給、昇格、昇給等 基準 関 規則（昭和 年鳥取県人事委員会規則第 号） 一部 次

改正 。

次 表 改正前 欄中別表 細目 表示 下線 引 別表 細目（以下「移動別表細目」 。） 対

応 次 表 改正後 欄中別表 細目 表示 下線 引 別表 細目（以下「移動後別表細目」 。）

存在 場合 、当該移動別表細目 当該移動後別表細目 、移動別表細目 対応 移動後別表細目

この は から する ただし の の の に する

の に げる は から する

の の に する の を する をここに する

の の に する の を する

の の に する の を のよう

に する

の の の の の に が かれた の という に

する の の の の の に が かれた の という

が する には を とし に する が

14 39

14

14 28

32 10

３ １ １

６ ４ １

２

鳥取県人事委員会規則第 号１

人 事 委 員 会 規 則
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改 正 後 改 正 前

（用語 定義）

第 条 規則 、次 各号 掲 用語 意義 、当該各号 定

。

（ ）～（ ） 略

（ ） 経験年数 職種 応 、次 定 年数 。 、職員

在職 期間（準職員（地方公務員法（昭和 年法律第 号）第 条

規定 基 任命 者 、給与条例第 条 規定 適用 受 。

以下同 。） 在職 期間 含 。以下同 。） 中 休職、待命又

停職 期間 、 経験年数換算表（別表第 ）

定 割合 乗 得 年数 経験年数 。

～ 略

医療職給料表（ ） 適用 受 職員 、准看護婦、准看護士、看

護婦、看護士若 助産婦 免許又 当該免許 受 資格取得後准看護婦、

准看護士、看護婦、看護士又 助産婦 職務 従事 年数（看護婦、看護士

又 看護婦免許 有 助産婦 、准看護婦又 准看護士 職務 従

事 年数、看護婦 資格取得後 助産婦養成所 入所 者

、 年数 含 。） 調整年数 差 引 年数 。

略

（ ）～（ ） 略

別表第 （第 条関係）

学歴免許等資格区分表

学歴免許等 区分

学 歴 免 許 等 資 格基準学歴
区 分

学歴区分

大学
卒

略

（ ） 修士課程
修了

学校教育法 大学院修士課程 修了
相当 人事委員会 認 学歴免許等 資

格

（ ） 旧大学院
後期修了

旧大学令（大正 年勅令第 号） 大学院又 研
究科 第 期又 後期 修了

（ ） 旧大学院
前期修了

旧大学令 大学院又 研究科 前期 修了

（ ） 旧大学院
第 期修了

旧大学令 大学院又 研究科 第 期 修了
学校教育法 大学 医学部 医学科若 歯

学科又 歯学部歯学科（医科大学 医学科又 医科歯
科大学 歯学科 含 。） 専攻科 卒業

（ ） 新大 卒 学校教育法 大学 医学部医学科（医科大学
医学科 含 。） 卒業

学校教育法 大学 医学部歯学科又 歯学部歯
学科（医科歯科大学 歯学科 含 。） 卒業
旧大学令 大学 医学部医学科（医科大学 医

学科 含 。） 卒業
学校教育法 大学 獣医学科（修業年限 年

限 。） 卒業
相当 人事委員会 認 学歴

免許等 資格

（用語 定義）

第 条 規則 、次 各号 掲 用語 意義 、当該各号 定

。

（ ）～（ ） 略

（ ） 経験年数 職種 応 、次 定 年数 。 、職員

在職 期間（準職員（地方公務員法（昭和 年法律第 号）第 条

規定 基 任命 者 、給与条例第 条 規定 適用 受 。

以下同 。） 在職 期間 含 。以下同 。） 中 休職、待命又

停職 期間 、 経験年数換算表（別表第 ）

定 割合 乗 得 年数 経験年数 。

～ 略

医療職給料表（ ） 適用 受 職員 、准看護師、看護師若

助産師 免許又 当該免許 受 資格取得後准看護師、看護師又 助産師

職務 従事 年数（看護師又 看護師免許 有 助産師 、准

看護師 職務 従事 年数、看護師 資格取得後 助産師養成所 入

所 者 、 年数 含 。） 調整年数 差 引

年数 。

略

（ ）～（ ） 略

別表第 （第 条関係）

学歴免許等資格区分表

学歴免許等 区分

学 歴 免 許 等 資 格基準学歴
区 分

学歴区分

大学
卒

略

（ ） 修士課程
修了

学校教育法 大学院修士課程 修了
相当 人事委員会 認 学歴免許等 資

格

（ ） 大学 卒 学校教育法 大学 医学若 歯学 関
学科（同法第 条 書 規定 学部以外 教育
研究上 基本 組織 置 場合 相当 組
織 含 。以下同 。）又 獣医学 関 学科（修
業年限 年 限 。） 卒業

相当 人事委員会 認 学歴免許等 資
格

の
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存在 場合 、当該移動別表細目（以下「削除別表細目」 。） 削 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（別表 細目 表示及 削除別表細目 除 。以下「改正部分」

。） 対応 次 表 改正後 欄中下線 引 部分（別表 細目 表示 除 。以下「改正後部分」

。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正部分 対応 改正後部分 存在

場合 、当該改正部分 削 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分（以下「改正表」 。） 対応 次 表 改正後 欄中

太線 囲 部分（以下「改正後表」 。） 存在 場合 、当該改正表 当該改正後表 改 、改

正表 対応 改正後表 存在 場合 、当該改正表 削 。

しない には という を る

の の の が かれた の の び を く と

いう に する の の の が かれた の の を く

という が する には を に め に する が

しない には を る

の の の の で まれた という に する の の の

で まれた という が する には を に め

に する が しない には を る



平成 年 月 日 木曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号14 28 26 13２

（ ） 新大 卒 学校教育法 年制 大学 卒業
海上保安大学校本科 卒業
気象大学校大学部（修業年限 年 限 。）
卒業

相当 人事委員会 認 学歴
免許等 資格

（ ） 旧大卒 旧大学令 年制 大学 卒業
学校教育法 大学 専攻科 卒業
又 相当 人事委員会 認 学歴免許等

資格

短大
卒

略

（ ） 短大 卒 学校教育法 年制 短期大学 卒業
学校教育法 高等専門学校 卒業
学校教育法 高等学校、中等教育学校、盲学校、
聾学校又 養護学校 専攻科（ 年制 短期大学 同
程度 修業年限 年以上 限 。）
卒業
航空保安大学校本科 卒業
海上保安学校本科 修業年限 年 課程 卒業

相当 人事委員会 認 学歴
免許等 資格

（ ） 旧専 卒 旧専門学校令（明治 年勅令第 号） 医学専
門学校（修業年限 年 限 。） 卒業

相当 人事委員会 認 学歴免許等 資
格

（ ） 旧専 卒 旧専門学校令 年制 専門学校 卒業
旧師範教育令（昭和 年勅令第 号） 高等

師範学校又 女子高等師範学校 卒業
又 相当 人事委員会 認 学歴免許

等 資格

（ ） 旧専 卒 旧専門学校令 年制 専門学校 卒業
旧師範教育令 師範学校又 青年師範学校 本

科（修業年限 年 限 。） 卒業
又 相当 人事委員会 認 学歴免許等

資格

（ ） 準専 卒 旧師範学校規程（明治 年文部省令第 号）
師範学校 卒業
略
又 相当 人事委員会 認 学歴免許

等 資格

高校
卒

（ ） 新高 卒 略

（ ） 新高 卒 略

（ ） 旧中 卒 旧中等学校令（昭和 年勅令第 号） 年制
（「高小卒」 入学資格 年制 含 。）
中学校、高等女子学校又 実業学校 卒業
保健婦助産婦看護婦法（昭和 年法律第 号）
准看護婦学校又 准看護婦養成所 卒業
又 相当 人事委員会 認 学歴免許

等 資格

（ ） 旧中 卒 旧中等学校令 年制（「高小卒」 入学資格
年制 含 。） 中学校、高等女子学

校又 実業学校 卒業
相当 人事委員会 認 学歴免許等 資

格

中学
卒

（ ） 新高 卒 海員学校（「新中卒」 入学資格 修業年限
年又 年 限 。） 卒業

相当 人事委員会 認 学歴免許等 資
格

（ ） 新中卒 学校教育法 中学校若 盲学校、聾学校若
養護学校 中学部 卒業又 中等教育学校 前

期課程 修了
相当 人事委員会 認 学歴免許等 資

格

（ ） 高小卒 旧小学校令（明治 年勅令第 号） 小学校
又 旧国民学校令（昭和 年勅令第 号） 国
民学校 高等科 修了

相当 人事委員会 認 学歴免許等 資
格

（ ） 小学卒 旧小学校 小学校尋常科又 旧国民学校令
国民学校初等科 修了

相当 人事委員会 認 学歴免許等 資
格

（ ） 大学専攻
科卒

学校教育法 年制 大学 専攻科 卒業
相当 人事委員会 認 学歴免許等 資

格

（ ） 大学 卒 学校教育法 年制 大学 卒業
気象大学校大学部（修業年限 年 限 。）
卒業
海上保安大学校本科 卒業

相当 人事委員会 認 学歴免
許等 資格

短大
卒

略

（ ） 短大 卒 学校教育法 年制 短期大学 卒業
学校教育法 高等専門学校 卒業
学校教育法 高等学校、中等教育学校、盲学校、
聾学校又 養護学校 専攻科（ 年制 短期大学 同
程度 修業年限 年以上 限 。）
卒業
航空保安大学校本科 卒業
海上保安学校本科 修業年限 年 課程 卒業

相当 人事委員会 認 学歴
免許等 資格

（ ） 短大 卒

略
相当 人事委員会 認 学歴免許等 資

格

高校
卒

（ ） 高校専攻
科卒

略

（ ） 高校 卒 略

（ ） 高校 卒

保健師助産師看護師法（昭和 年法律第 号）
准看護師学校又 准看護師養成所 卒業
相当 人事委員会 認 学歴免許等 資

格

中学
卒

中学卒 学校教育法 中学校若 盲学校、聾学校若
養護学校 中学部 卒業又 中等教育学校 前

期課程 修了
相当 人事委員会 認 学歴免許等 資

格

備考 表 「准看護師学校」及 「准看護師養成所」 、 保健婦助
産婦看護婦法 一部 改正 法律（平成 年法律第 号） 改正前
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保健婦助産婦看護婦法第 条第 号 学校及 同条第 号 准看護婦養成所
含 。

別表第 （第 条関係）

修学年数調整表

学 歴 免 許 等 資 格 区 分 調 整 年 数

基 準
学 歴

基準修
学年数

学歴区分
修学
年数

大学卒 短大卒 高校卒 中学卒

大学卒 年

博 士 課 程 修 了
修 士 課 程 修 了
旧大学院後期修了
旧大学院前期修了
旧大学院第 期修了
新 大 卒
新 大 卒
旧 大 卒

年
年
年
年
年
年
年
年

（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年

（＋） 年

（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年

（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年

（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年

短大卒 年

短 大 卒
短 大 卒
旧 専 卒
旧 専 卒
旧 専 卒
準 専 卒

年
年
年
年
年
年

（ ） 年
（ ） 年

（ ） 年
（ ） 年
（ ） 年

（＋） 年

（＋） 年
（＋） 年

（ ） 年

（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年

（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年

高校卒 年

新 高 卒
新 高 卒
旧 中 卒
旧 中 卒

年
年
年
年

（ ） 年
（ ） 年
（ ） 年
（ ） 年

（ ） 年
（ ） 年
（ ） 年
（ ） 年

（＋） 年

（ ） 年
（ ） 年

（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年

中学卒 年

新 高 卒
新 中 卒
高 小 卒
小 学 卒

年
年
年
年

（ ） 年
（ ） 年
（ ） 年
（ ） 年

（ ） 年
（ ） 年
（ ） 年
（ ） 年

（ ） 年
（ ） 年
（ ） 年
（ ） 年

（＋） 年

（ ） 年
（ ） 年

注

～ 略

次 掲 職員 、本表 当該学歴区分欄 学歴 修学年数及 調

整年数 、次 定 年数 加 年数 、本表 資格

修学年数及 調整年数 。

（ ） 医大又 医専 卒業 後実地修練 経 医師 国家資格 合格 者

、 年

（ ） 略

次 掲 学歴 有 職員 、 学歴 属 学歴区分 修学

年数 者 有 各学歴 正規 在学年数 和 減 、 差 負

、 差 修学年数及 調整年数 加 年数 、 差 正

、 差 修学年数及 調整年数 減 年数 修学年数及

調整年数 。

（ ） 旧高等商船学校本科、旧商船学校、商船大学又 高等専門学校 卒業者

（商船大学 卒業者 同大学 昭和 年度以前 入学 者、高等

専門学校 卒業者 商船 関 学科 卒業 者 限 。）

（ ） 旧師範学校、旧青年学校教員養成所又 旧実業学校教員養成所 卒業者

（ ） 「高小卒」 入学資格 年制 課程又 「小学卒」 入学資格

年制 課程 旧高等女学校卒業 資格 基 、 上級 学

校 卒業 者

次 掲 学歴 有 職員 、 学歴 属 学歴区分 修学

年数及 調整年数 年 加 年数 本表 次 掲 学歴

修学年数及 調整年数 。

（ ） 学校教育法 大学 年制 専攻科 卒業者

（ ） 学校教育法 年制 短期大学（昼間課程 年制 相当 単位

年間 取得 夜間課程 除 。） 専攻科 卒業者（学位授与機構

学士 学位 授与 者 除 。）

（ ） 学校教育法 年制 短期大学 年制 専攻科 卒業者（学位授

与機構 学士 学位 授与 者 除 。）

（ ） 学校教育法 高等専門学校 年制 専攻科 卒業者（学位授与機

構 学士 学位 授与 者 除 。）

（ ） 海員学校 専修科（「新高 卒」 入学資格 修業年限 年

限 。）、司 ・事務科又 専科 卒業者

（ ） 海員学校高等科 卒業者

別表第 （第 条関係）

修学年数調整表

学 歴 免 許 等 資 格 区 分 調 整 年 数

基 準
学 歴

基準修
学年数

学歴区分
修学
年数

大学卒 短大卒 高校卒 中学卒

大学卒 年

博 士 課 程 修 了
修 士 課 程 修 了
大 学 卒
大 学 専 攻 科 卒
大 学 卒

年
年
年
年
年

（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年

（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年

（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年

（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年

短大卒 年
短 大 卒
短 大 卒
短 大 卒

年
年
年

（ ） 年
（ ） 年
（ ） 年

（＋） 年

（ ） 年

（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年

（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年

高校卒 年
高 校 専 攻 科 卒
高 校 卒
高 校 卒

年
年
年

（ ） 年
（ ） 年
（ ） 年

（ ） 年
（ ） 年
（ ） 年

（＋） 年

（ ） 年

（＋） 年
（＋） 年
（＋） 年

中学卒 年 中 学 卒 年（ ） 年（ ） 年（ ） 年

注

～ 略

次 掲 職員 、本表 当該学歴区分欄 学歴 修学年数及 調

整年数 、次 定 年数 加 年数 、本表 資格

修学年数及 調整年数 。

（ ） 医大 卒業 後実地修練 経 医師 国家資格 合格 者

、 年

（ ） 略

者 有 学歴免許等 資格 係 修学年数及 調整年数 人事

委員会 別段 定 職員 、人事委員会 定 修学年数及

調整年数 、 表 修学年数及 調整年数 。
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別表第 （第 条 関係）

医療職給料表（ ）級別資格基準表

職 種 級 級 級 級

医 師 及

歯 科 医 師

新 大 卒

医 専 卒

別表第 （第 条 関係）

医療職給料表（ ）級別資格基準表

職 種 級 級 級 級 級 級 級

略

歯科衛生士
短 大 卒

新 高 卒

略

別表第 （第 条 関係）

医療職給料表（ ）級別資格基準表

職 種 級 級 級 級 級 級 級

略

准看護婦及

准看護士

別表第 （第 条 関係）

行政職給料表初任給基準表

学 歴 免 許 試 験 区 分 初 任 給

新 大 卒 級 号 給

略

別表第 （第 条 関係）

研究職給料表初任給基準表

学 歴 免 許 試 験 区 分 初 任 給

大 学 院 博 士 課 程 修 了

（新大 卒後 課程 限 ）
級 号 給

略

大 学 院 修 士 課 程 修 了

新 大 卒
級 号 給

略

別表第 （第 条 関係）

医療職給料表（ ）初任給基準表

職 業 学 歴 免 許 初 任 給

医 師 及 歯 科 医 師
大学院博士課程修了 級 号 給

新 大 卒 級 号 給

別表第 （第 条 関係）

医療職給料表（ ）初任給基準表

職 種 学 歴 免 許 試 験 区 分 初 任 給

略

歯 科 衛 生 士
略

新 高 卒 級 号 給

摩 ー 指圧
師、 師、 師
及 柔 道 整 復 師

略

旧 中 卒 級 号 給

他
新 大 卒 級 号 給

略

別表題 （第 条 関係）

医療職給料表（ ）初任給基準表

職 種 学 歴 免 許 初 任 給

略

准 看 護 婦 及 准 看 護 士 准看護婦養成所卒 級 号 給

別表第 （第 条 関係）

医療職給料表（ ）級別資格基準表

職 種 級 級 級 級

医 師 及

歯 科 医 師
大 学 卒

別表第 （第 条 関係）

医療職給料表（ ）級別資格基準表

職 種 級 級 級 級 級 級 級

略

歯科衛生士
短 大 卒

高校専攻科卒

略

別表第 （第 条 関係）

医療職給料表（ ）級別資格基準表

職 種 級 級 級 級 級 級 級

略

准看護婦及

准看護士

別表第 （第 条 関係）

行政職給料表初任給基準表

学 歴 免 許 試 験 区 分 初 任 給

大 学 卒 級 号 給

略

別表第 （第 条 関係）

研究職給料表初任給基準表

学 歴 免 許 試 験 区 分 初 任 給

大 学 院 博 士 課 程 修 了

（大学 卒後 限 ）
級 号 給

略

大 学 院 修 士 課 程 修 了

大 学 卒
級 号 給

略

別表第 （第 条 関係）

医療職給料表（ ）初任給基準表

職 業 学 歴 免 許 初 任 給

医 師 及 歯 科 医 師
大学院博士課程修了 級 号 給

大 学 卒 級 号 給

別表第 （第 条 関係）

医療職給料表（ ）初任給基準表

職 種 学 歴 免 許 試 験 区 分 初 任 給

略

歯 科 衛 生 士
略

高 校 専 攻 科 卒 級 号 給

摩 ー 指圧
師、 師、 師
及 柔 道 整 復 師

略

高 校 卒 級 号 給

他
大 学 卒 級 号 給

略

別表題 （第 条 関係）

医療職給料表（ ）初任給基準表

職 種 学 歴 免 許 初 任 給

略

准 看 護 婦 及 准 看 護 士 准看護師養成所卒 級 号 給
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附 則

（施行期日）

規則 、公布 日 施行 。 、第 条第 号 改正、別表第 項（ ） 改正（同

項（ ） 同項（ ） 部分 除 。）、同表 備考 加 改正並 別表第 及 別表第 改正

、平成 年 月 日 施行 。

（経過措置）

規則 施行 際現 改正前 職員 初任給、昇格、昇給等 基準 関 規則別表第 定 学歴免

許等資格区分表 掲 学歴免許等 資格（改正後 職員 初任給、昇格、昇給等 基準 関 規則別表第

定 学歴免許等資格区分表 掲 除 。） 有 職員 対 昇格、昇給等 基準

、 従前 例 。
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